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す
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よ
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指
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程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
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程
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）

○
東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
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る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
��

規

程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
��

公

告

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の
届
出
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
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○
毒
物
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物
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験
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…
…
…
…
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健
局
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務
課
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店
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地
法
に
基
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変
更
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届
出
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
��

雑

報

○
令
和
元
年
度
決
算
の
要
旨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合
）…
��

正

誤

○
令
和
二
年
六
月
三
十
日
付
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

規

則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
一
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
三
条

受
給
資
格
に
係
る
退
職
の
日
が
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三

号
）
附
則
第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
期
間
内
で
あ
る
者
に
係
る
第
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
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て
は
、
同
条
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令

第
三
号
）
附
則
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
三
十
六
条
（
各
号
列
記
以
外

の
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
付
則
第
十
三
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
以
後
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
二
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式

（第２面）
中
「【

４
性
能
検
証
法
等
の
適
用
】

□
耐
火
性
能
検
証
法

□
防
火
区
画

□
全
館
避
難
安
全
検
証
法

□
そ

検
証
法

□
階
避
難
安
全
検
証
法
（

階
）

の
他
（

）
□
適
用
な
し

」
を
「【

４
性
能
検
証
法
等
の
適
用
】

□
耐

□
階

□
そ

火
性
能
検
証
法

□
防
火
区
画
検
証
法

□
区
画
避
難
安
全
検
証
法
（

階
）

避
難
安
全
検
証
法
（

階
）

□
全
館
避
難
安
全
検
証
法

の
他
（

）
□
適
用
な
し

」
に
改
め
、
同

様
式

（第６面）
中
「「
防
火
区
画
検
証
法
」
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

」
の
次
に
「、

令
第
１２８条

の
６
第
３

項
に
規
定
す
る
区
画
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
区
画
避
難
安
全
性
能
が
検
証
さ
れ
た
と
き
は
「
区
画
避

難
安
全
検
証
法
」
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

」
を
加
え
、
「「

階
避
難
安
全
検
証
法
」
の
場
合
に
は
、

併
せ
て
階
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し
た
階
を

」
を
「「

区
画
避
難
安
全
検
証
法
」
の
場
合
に
は
区
画
避

難
安
全
性
能
を
検
証
し
た
階
を
、
「
階
避
難
安
全
検
証
法
」
の
場
合
に
は
階
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し

た
階
を
、
併
せ
て

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二

（第２面）
中
「【

４
性
能
検
証
法
等
の
適
用
】

□
耐
火
性
能
検
証
法

□
防
火

□
全
館
避
難
安
全
検
証
法

区
画
検
証
法

□
階
避
難
安
全
検
証
法
（

階
）

□
そ
の
他
（

）

」
を
「【

４
性
能
検
証
法
等
の
適
用
】

□
耐
火
性
能
検
証
法

□
防
火
区
画
検
証
法

□
区
画
避
難
安
全
検
証
法
（

階
）

□
階
避
難
安
全
検
証
法
（

階
）

□
全
館
避
難
安
全
検
証
法

□
そ
の
他
（

）

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
別
記
第
四

号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
の
二
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
三
鷹
都
市
計

画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

三
鷹
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

三
鷹
都
市
計
画
公
園
事
業
第
二
・
二
・
四
十
一
号
新
川
天
神
山
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分
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三
鷹
市
新
川
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
多
摩
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

多
摩
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

多
摩
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
・
三
・
十

一
号
落
合
南
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

多
摩
市
落
合
三
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
一
号
東

京
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

品
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
五
・
五
・
三

十
五
号
勝
島
平
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
四
号

平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
三
号
（
東
京
都
建
築
基
準

法
施
行
細
則
に
よ
る
調
査
の
項
目
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
二
の
部
⑾
の
項
中
「
三
年
以
内
に
落
下
」
を
「
、
三
年
以
内

に
落
下
」
に
改
め
、
同
表
四
の
部
⑴
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
項

か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項

ま
で
」
に
、
「
修
繕
等
」
を
「
修
繕
や
模
様
替
え
等
（
以
下
「
修
繕

等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
部
⑵
の
項
中
「
第
三
項
、
第
四
項

又
は
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
、
第
五
項
又
は
第
七

項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
、
「
第
三
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項

か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
か
ら

第
十
項
ま
で
」
に
、
「
第
六
項
を
除
く
」
を
「
第
七
項
を
除
く
」
に

改
め
、
同
部
⑶
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
七
項
」
を
「
第
百
十
二

条
第
十
八
項
」
に
、
「
か
つ
階
避
難
安
全
性
能
」
を
「
か
つ
、
階
避

難
安
全
性
能
」
に
、
「
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
」
を
「
か
つ
、
全

館
避
難
安
全
性
能
」
に
改
め
、
同
部
⑸
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十

五
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
」
を

「
同
条
第
十
七
項
」
に
、
「
第
百
十
二
条
第
十
五
項
又
は
第
十
六

項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
六
項
又
は
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
部

⑹
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
六

項
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
」
を
「
同
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同

部
⑿
の
項
中
「
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
第
十
七
項
」
を
「
第

四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
又
は
第
十
八
項
」
に
、
「
第
十
七
項
を
除

く
」
を
「
第
十
八
項
を
除
く
」
に
、
「
第
百
十
二
条
第
六
項
又
は
第

九
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
七
項
又
は
第
十
項
」
に
、
「
第
六
項
を

除
く
」
を
「
第
七
項
を
除
く
」
に
、
「
第
百
十
二
条
第
十
項
か
ら
第

十
二
項
ま
で
又
は
第
十
五
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
一
項
か
ら
第

十
三
項
ま
で
又
は
第
十
六
項
」
に
、
「
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で

を
除
く
」
を
「
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
除
く
」
に
改
め
、

同
部
⒁
の
項
中
「
修
繕
や
模
様
替
え
等
（
以
下
「
修
繕
等
」
と
い

う
。
）
」
を
「
修
繕
等
」
に
改
め
、
同
部
⒂
の
項
中
「
第
百
十
二
条

第
十
九
項
若
し
く
は
第
二
十
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
二
十
項
若
し

く
は
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
部
⒄
の
項
中
「
第
七
十
五
条
（
」

の
下
に
「
令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
か

つ
、
区
画
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
、
」
を
加
え
、
「
か
つ
階
避
難
安
全
性
能
」
を
「
か
つ
、

階
避
難
安
全
性
能
」
に
、
「
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
」
を
「
か
つ
、

全
館
避
難
安
全
性
能
」
に
改
め
、
同
部
21
の
項
中
「
第
三
項
か
ら
第

五
項
ま
で
又
は
第
十
七
項
」
を
「
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
又
は
第

十
八
項
」
に
、
「
第
十
七
項
を
除
く
」
を
「
第
十
八
項
を
除
く
」
に
、

「
第
百
十
二
条
第
六
項
又
は
第
九
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
七
項
又

は
第
十
項
」
に
、
「
第
六
項
を
除
く
」
を
「
第
七
項
を
除
く
」
に
、

「
第
百
十
二
条
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
又
は
第
十
五
項
」
を
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「
第
百
十
二
条
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
又
は
第
十
六
項
」
に
、

「
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
除
く
」
を
「
第
十
一
項
か
ら
第
十

三
項
ま
で
を
除
く
」
に
改
め
、
同
部
23
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十

九
項
若
し
く
は
第
二
十
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
二
十
項
若
し
く
は

第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
部
24
の
項
中
「
第
七
十
五
条
（
」
の
下

に
「
令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
、

区
画
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い

場
合
、
」
を
加
え
、
「
か
つ
階
避
難
安
全
性
能
」
を
「
か
つ
、
階
避

難
安
全
性
能
」
に
、
「
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
」
を
「
か
つ
、
全

館
避
難
安
全
性
能
」
に
改
め
、
同
部
27
の
項
及
び
28
の
項
中
「
第
百

十
二
条
第
十
八
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
部

29
の
項
中
「
（
同
告
示
第
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
削
り
、
同
部
30
の
項
中
「
か
つ
階
避
難
安
全
性
能
」
を

「
か
つ
、
階
避
難
安
全
性
能
」
に
、
「
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
」

を
「
か
つ
、
全
館
避
難
安
全
性
能
」
に
改
め
、
同
部
31
の
項
中
「
第

百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二

号
」
に
改
め
、
同
部
41
の
項
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
の
下
に
「
の

規
定
」
を
加
え
、
同
表
五
の
部
⑴
の
項
中
「
か
つ
階
避
難
安
全
性

能
」
を
「
か
つ
、
階
避
難
安
全
性
能
」
に
、
「
か
つ
全
館
避
難
安
全

性
能
」
を
「
か
つ
、
全
館
避
難
安
全
性
能
」
に
改
め
、
同
部
⒁
の
項

中
「
か
つ
階
避
難
安
全
性
能
」
を
「
か
つ
、
階
避
難
安
全
性
能
」
に
、

「
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
」
を
「
か
つ
、
全
館
避
難
安
全
性
能
」

に
改
め
、
同
部
⒅
の
項
及
び
⒆
の
項
中
「
か
つ
全
館
避
難
安
全
性

能
」
を
「
か
つ
、
全
館
避
難
安
全
性
能
」
に
改
め
、
同
部
26
の
項
及

び
29
の
項
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
区
画
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及

ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
」
を
加
え
、
同
表
六
の
部
⒆

の
項
中
「
第
八
条
の
十
八
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
そ
の
２
中
「第

１１２条
第
１０項

か
ら
第
１２項

ま
で

」
を

「第
１１２条

第
１１項

か
ら
第
１３項

ま
で

」
に
、
「第

３
項
、
第
４
項

又
は
第
６
項
か
ら
第
９
項
ま
で

」
を
「第

４
項
、
第
５
項
又
は
第
７

項
か
ら
第
１０項

ま
で

」
に
、「

第
１１２条

第
１７項

」
を「
第
１１２条

第

１８項

」
に
、
「第

１１２条
第
１５項

」
を
「第
１１２
条
第
１６
項

」
に
、

「同
条
第
１６項

」
を
「同

条
第
１７項

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
そ
の
６
中
「改

善
予
定
状
況
等

」
を

「そ
の
他
確
認
事
項

法
第
１２条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
要
す
る
防
火
設
備
の

□
有
（

階
）

□
無

改
善
予
定
状
況
等

に
改
め
、
同
様
式
（
注
意
）

有
無

」

中
⑮
を
⑯
と
し
、
⑭
を
⑮
と
し
、
⑬
中
「
含
む
」
を
「
含
む
。
」
に

改
め
、
同
様
式
（
注
意
）
中
⑬
を
⑭
と
し
、
⑫
を
⑬
と
し
、
⑪
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑫
「
そ
の
他
確
認
事
項
」
は
、
法
第
１２条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
を
要
す
る
随
時
閉
鎖
又
は
作
動
が
で
き
る
防
火
設
備
の
設
置

の
有
無
を
確
認
し
、
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
「
レ
」
マ

ー
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
「
有
」
の
場
合
は
、
当
該
防
火
設
備

が
設
置
さ
れ
て
い
る
階
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
そ
の
６
に
別
添
１
及
び
別
添
２
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
法
第
六
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
法
第
六
十
九
条
並
び
に
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
五
条

第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
及
び
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
並
び
に
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則

第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六

十
九
条
及
び
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六

十
九
条
及
び
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子


